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♯7119 利用者等からの意見に対する対応に関する仕様書（例） 

 

 ♯7119 事業に利用者等から寄せられた意見（苦情、感謝等）に対する対応等は、以下のと

おりとする。 

 

１ 想定される意見の寄せられる経路等 

  利用者から寄せられる意見の受付窓口、手段及び発信元は以下を想定している。なお、

以下は想定であるため、コールセンター（受託事業者）は、以下に示す以外の手段、発信元

等から意見が寄せられた場合であっても、事業主管部局と協議の上、必要に応じて対応を

行うこと。 

（１）受付窓口 

  ア ♯7119 コールセンター（受託事業者） 

イ 事業主管部局 

（２）意見が寄せられる手段 

  ア 電話 

  イ 手紙 

  ウ メール 

  エ FAX 

（３）意見の発信者 

  ア 住民 

  イ 医療機関 

  ウ 警察 

 

２ 寄せられた意見への対応 

コールセンター（受託事業者）は、コールセンター（受託事業者）及び事業主管部局に寄

せられた意見に対し、以下のとおり対応を行うこと。 

（１）コールセンター（受託事業者）に寄せられた場合 

  ア 具体的な事案に関する意見である場合は、事案の事実関係の確認を行う。 

  イ 電話で寄せられた場合は、監督員等の♯7119受信者以外の者が対応することとする。

また、通話に際しては♯7119 回線以外の回線を利用し、♯7119 回線の確保に努めるこ

とが望ましい。 

  ウ コールセンター（受託事業者）での対応が困難であると判断した場合は、事業主管

部局に対応を依頼する。なお、コールセンター（受託事業者）での対応が困難な場合と

は、対応時間が長時間に及ぶ場合、意見の発信者がコールセンター（受託事業者）の対

応で納得しない場合及び意見の内容に対する回答が行政としての意見を要する場合等

が想定される。 

  エ 手紙、メール、FAX で寄せられた意見で回答を要すると判断されるものについては、

速やかに事業主管部局に報告し、対応を依頼する。 
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（２）事業主管部局へ寄せられた場合 

  ア 具体的な事案に関する意見である場合は、事業主管部局がコールセンター（受託事

業者）に事実関係の確認を行うため、これに応じること。 

  イ 電話で寄せられた場合は、事業主管部局のしかるべき立場の担当者が対応する。 

  ウ 手紙、メール、FAX で寄せられた場合は、事業主管部局が対応する。 

 

３ 寄せられた意見の報告等 

（１）コールセンター（受託事業者）に寄せられた意見の報告 

コールセンター（受託事業者）は、コールセンター（受託事業者）に寄せられた意見に

ついて、事業主管部局に報告すること。その際の要領は以下のとおりとする。 

 

 《コールセンター（受託事業者）で受付けた意見の報告要領》 

  ア 頻度 

    通常週１回とする。ただし、緊急性の高い意見が寄せられた場合等はこの限りでな

いため、適時対応を行うこと。 

  イ 報告様式 

    別紙様式による。 

  ウ 報告要領 

    コールセンター（受託事業者）は、別紙様式中の「意見概要」（黄色セル）及び「該

当事案」（青色セル）に必要事項を記載のうえ、事業主管部局に報告する。 

種別 項目 内容 

意
見
概
要 

受付日時 意見を受付けた日時を記載 

手段 意見が寄せられた手段を記載 

発信者 
種別 意見を寄せた者の種別を記載 

具体名 意見を寄せた者の所属・具体名等を記載 

意見種別 

寄せられた意見を以下に分類し、該当する番

号を記載 

①相談対象者の身体や健康に影響を及ぼし

た、あるいはそのおそれのあった事案に関

する意見 

②相談対象者の身体や健康状態に影響はな

かったが、その他何らかの不利益があった

事案に関する意見 

③その他 

意見内容 寄せられた意見の内容を記載 

 

 

 



 

種別 項目 内容 

該
当
事
案 

該当事案の有無 
♯7119 受信記録の中に、寄せられた意見に

該当する事案の有無を記載 

事案概要 

日時 該当事案の受付日時を記載 

事案 ID 該当事案の事案 ID を記載 

相談内容 該当事案の相談内容を記載 

適応プロトコル 適応したプロトコル名を記載 

最終判定 最終判定の結果を記載 

対応 最終判定等を踏まえ、対応・案内結果を記載 

コールセンター見解・評価 

寄せられた意見及び該当事案の対応内容を

踏まえ、コールセンターとしての見解や評

価、問題点・改善点の有無を記載 

 

 

（２）事業主管部局へ寄せられた意見に関する情報の報告 

コールセンター（受託事業者）は、事業主管部局へ寄せられた意見について、該当事案

に関する情報の報告を行うこと。その際の要領は、以下のとおりとする。 

 

《事業主管部局へ寄せられた意見に関する情報報告要領》 

  ア 頻度 

    通常週１回とする。ただし、緊急性の高い意見が寄せられた場合等はこの限りでないた

め、適時対応を行うこと。 

  イ 報告様式・手順 

    別紙様式により、事業主管部局からコールセンター（受託事業者）に報告を求める。 

  ウ 報告様式作成要領 

   ①事業主管部局は、１ヶ月に１回を目処に別紙様式中の「意見概要」（黄色セル）に必

要事項を記載し、コールセンター（受託事業者）に該当事案に関する情報の報告を

求める。 

   ②コールセンター（受託事業者）は、別紙様式中の「該当事案」（青色セル）に必要事

項を記載し、事業主管部局に該当事案に関する情報を報告する。 

 

 

４ 寄せられた意見の検証 

事業主管部局は、事業主管部局で受付けた意見及びコールセンター（受託事業者）から

報告を受けた意見について、その内容を検証する。 

コールセンター（受託事業者）は、事業主管部局が寄せられた意見に対する検証及び個

別検証を行う際に必要な情報の提出を求めた場合は、これに応じること。また、コールセ



ンター（受託事業者）の責任者及び相談看護師の代表者は、個別検証を行う場に同席する

こと。 

事業主管部局での検証の詳細は、以下のとおりとする。 

 

《事業主管部局での検証》 

ア 寄せられた意見に対する検証 

   ①事業主管部局は、１ヶ月に１回を目処に、コールセンター（受託事業者）から報告

された別紙様式中の「コールセンターの見解・評価」について、意見の内容やコール

センターにおける対応等を踏まえ、その妥当性を評価する。 

   ②意見の内容が苦情等、事業の改善に資するものである場合は、事業主管部局におい

てその原因を調査するとともに、その対応策を検討する。 

   ③意見の内容が感謝等、奏功的なものである場合は、良好であった点を分析する。 

   ④事業主管部局は、検証に必要な情報についてコールセンター（受託事業者）に提出

を求めることができ、コールセンター（受託事業者）はこれに応じるものとする。 

   ⑤事業主管部局は、①～④までの検証結果及び対応策について、別紙様式中の「事業

主管部局評価」（緑色セル）に記載し、コールセンター（受託事業者）に連絡する。

その際、各意見について個別検証の要否（後述）を付すものとする。 

  イ 個別検証 

① 事業主管部局は、寄せられた意見のうち下記に該当するものについては、重大な瑕

疵が潜んでいる、又はそのおそれがあることから、上記アの検証とは別に、個別に

検証を行う。 

 ➢別紙様式中の「意見種別」が①であった意見 

 ➢別紙様式中の「意見種別」が②・③であったもののうち、事業主管部局が特に必要

と認めた意見 

②事業主管部局は、検証に必要な情報（該当事案の通話音声記録、対応記録データ、そ 

の他必要な情報）についてコールセンター（受託事業者）に提出を指示し、コールセ

ンター（受託事業者）はこれに応じなければならない。 

   ③個別検証を行う際は、事業主管部局、コールセンター（受託事業者の責任者、相談

看護師の代表者）の双方が出席の上、事案の全容を把握するとともに、原因を調査

し、その対応策を検討する。 

   ④個別検証はおおむね２ヶ月に１回を目処に実施するものとする。ただし、寄せられ

た意見の内容やその重大性を鑑みて、事業主管部局が必要と認める場合は、臨時で

個別検証を実施する。 

 

 

５ 検証結果のフィードバック・改善 

  事業主管部局は、意見に対する検証結果から、事業の質の向上に努める。コールセンタ

ー（受託事業者）は、次のとおり、事業主管部局の指導に基づき対応策の実施等を行うこ



と。 

（１）事業主管部局は、コールセンター（受託事業者）に対して上記４による検証結果を連

絡し、必要に応じて指導を行うと供に、講じた対応策の実施を指示する。 

（２）コールセンター（受託事業者）は、検証結果及び対応策について従事職員に周知徹底

し、その結果（周知日時、方法、対象、対策の実施状況等）について事業主管部局に報告

するとともに、事業主管部局からの指示を遵守しなければならない。 

（３）事業主管部局は、検証を通じて講じた対応策を実施するために、必要な関係部局との

調整を行う。 
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種 別 内  容
意⾒を受付けた⽇時を記載
意⾒が寄せられた⼿段を記載
【例】
・電話 ・⼿紙 ・メール 等

種別
意⾒を寄せた者の種別を記載
【例】
・住⺠ ・医療機関 ・警察 等

具体名
意⾒を寄せた者の具体名を記載
【例】
・住⺠の⽒名 ・医療機関名 ・警察署名 等
寄せられた意⾒を以下に分類し、該当する番号を記載
①相談対象者の⾝体や健康状態に影響を及ぼした、
 あるいはそのおそれのあった事案に関する意⾒
②相談対象者の⾝体や健康状態に影響はなかったが、
 その他何らかの不利益があった事案に関する意⾒
③その他
寄せられた意⾒の内容を記載

該当事案の有無
♯7119受信記録の中に、寄せられた意⾒に該当する事案の
有無を記載

⽇時 該当事案の受付⽇時を記載
事案ID 該当事案の事案IDを記載
相談内容 該当事案の相談内容を記載
適応プロトコル 適応したプロトコル名を記載
最終判定 最終判定の結果を記載
対応 最終判定等を踏まえた、対応・案内結果を記載

寄せられた意⾒及び該当事案の対応内容を踏まえ、コール
センターとしての⾒解や評価、問題点・改善点の有無を記
載
意⾒の内容、コールセンターの評価を踏まえ、個別に検証
を⾏う要否について記載
意⾒の内容、コールセンターの評価等を踏まえ、事業主管
部局としての評価やコールセンターに対する指⽰事項を記
載
【例】
・検証を⾏うための資料の提出を指⽰ 等

個別検証の要否

評価・指⽰事項

意⾒内容

項  ⽬

意⾒概要

該当事案

事業主管部局
評価

意⾒種別

受付⽇時

⼿段

発信者

事案概要

コールセンター⾒解・評価



応答率の評価を行うための対応に関する仕様書（例）【Step１】 

 

 コールセンター（受託事業者）は、以下のとおり、事業主管部局が♯7119 事業の応答率を

評価するために必要となる情報の収集を行い、報告を行う。 

 

１ 応答率の評価に必要な情報の収集 

コールセンター（受託事業者）は、コールセンターの開設時間中において、事業主管部局

による応答率の評価に必要となる以下の情報についてデータを収集すること。 

項 目 単位 内  容 

回線閉塞日時 - 

あらかじめ♯7119 を受信するために用意されている電話回線

の全てが入電状態となり閉塞してから、当該状態が解消される

までの日時 

回線閉塞時間 分 
あらかじめ♯7119 を受信するために用意されている電話回線

の全てが入電状態となり、閉塞している時間 

入電件数 件 １時間毎の入電件数 

対応件数 件 １時間毎の対応した件数 

応答率 ％ １時間毎の「対応件数／入電件数」で求められる応答率 

 

２ 応答率の評価に必要な情報の報告 

コールセンター（受託事業者）は、１で収集した情報を別紙様式「♯7119 対応状況一覧」

に取りまとめ、次月の５営業日目を目処に事業主管部局に報告すること。 

 

911332
テキストボックス
　資  料 ２



別紙様式

令和  年  ⽉分

１ 回線閉塞⽇時・時間

時間
⽉ ⽇ （ ）  ：  〜  ：  

時間
⽉ ⽇ （ ）  ：  〜  ：  

♯7119 対応状況⼀覧

⽇
回線閉塞⽇時 回線閉塞時間

（分）

応答率100％の時間帯
⽇



1 
 

応答率の評価を行うための対応に関する仕様書（例）【Step２】 

 

 コールセンター（受託事業者）は、以下のとおり、事業主管部局が♯7119 事業の応答率を

評価するために必要となる情報の収集を行い、報告を行う。 

 

１ 応答率の評価に必要な情報の収集 

コールセンター（受託事業者）は、コールセンターの開設時間中において、事業主管部局

による応答率の評価に必要となる以下の情報についてデータを収集すること。 

項 目 単位 内  容 

回線閉塞日時 - 

あらかじめ♯7119 を受信するために用意されている電話回線

の全てが入電状態となり閉塞してから、当該状態が解消される

までの日時 

回線閉塞時間 分 
あらかじめ♯7119 を受信するために用意されている電話回線

の全てが入電状態となり、閉塞している時間 

入電件数 件 １時間毎の入電件数 

対応件数 件 １時間毎の対応した件数 

応答率 ％ １時間毎の「対応件数／入電件数」で求められる応答率 

配置オペレー

ター数 
人 １時間毎の配置オペレーター数 

１件毎の 

処理時間 
分 

オペレーターが、１件の♯7119 入電に対して通話を開始して

から、全ての対応を終えて次の入電に対応可能な状態となるま

での時間で、通話時間※１と後処理時間※２の合計時間 

※１ 通話開始から通話終了までの時間で、通話を保留した時間 
を含む 

※２ システム入力作業等、通話終了後に発生する諸作業に要し 
た時間 

 

２ 応答率の評価に必要な情報の報告 

コールセンター（受託事業者）は、１で収集した情報を以下に示す報告資料に取りまと

め、事業主管部局に報告すること。 

 

（１）♯7119 対応状況一覧（日表）の作成 

コールセンター（受託事業者）は、収集した情報を別紙様式１「♯7119 対応状況一覧

（日票）」に取りまとめ、次月の５営業日目を目処に事業主管部局に報告すること。 

 

（２）♯7119 対応状況一覧（月表）の作成 

コールセンター（受託事業者）は、収集したデータに基づき以下の項目について算出

911332
長方形

911332
テキストボックス
　資  料 ３



し、別紙様式２「♯7119 対応状況一覧（月票）」に取りまとめ、次月の５営業日目を目処

に事業主管部局に報告すること。 

 

 項 目 単位 内  容 

日
別
対
応
状
況 

合計入電件数（A） 件 当該日（24 時間）中の全入電件数 

合計対応件数（B) 件 当該日（24 時間）中の全対応件数 

応答率 ％ B／A で求められる応答率 

合計回線閉塞時間 分 当該日（24 時間）中の回線閉塞時間の合計 

平均処理時間 分 当該日（24 時間）中の平均処理時間 

 

 項 目 単位 内  容 

時
間
別
対
応
状
況 

平均配置ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ数 人 
当該時間帯に配置されたオペレーター数の月の

平均値 

合計入電件数（C) 件 当該時間帯に入電した件数の月の合計値 

合計対応件数（D) 件 当該時間帯に対応した件数の月合計値 

応答率 ％ D／C で求められる応答率 

平均回線閉塞時間 分 当該時間の回線閉塞時間の月の平均値 

平均処理時間 分 当該時間の平均処理時間の月の平均値 

 



別紙様式１

1 時間別記録

配置
オペレーター数

⼊電件数
（A）

対応件数
（B）

応答率
B／A

回線閉塞時間 平均処理時間

⼈ 件 件 ％ 分 分
0 時 〜 1 時
1 時 〜 2 時
2 時 〜 3 時
3 時 〜 4 時
4 時 〜 5 時
5 時 〜 6 時
6 時 〜 7 時
7 時 〜 8 時
8 時 〜 9 時
9 時 〜 10 時

10 時 〜 11 時
11 時 〜 12 時
12 時 〜 13 時
13 時 〜 14 時
14 時 〜 15 時
15 時 〜 16 時
16 時 〜 17 時
17 時 〜 18 時
18 時 〜 19 時
19 時 〜 20 時
20 時 〜 21 時
21 時 〜 22 時
22 時 〜 23 時
23 時 〜 24 時

ー ー
ー⽇平均

♯7119 対応状況⼀覧（⽇表）
令 和 年 ⽉ ⽇

単位

⽇合計



別紙様式１

令和  年  ⽉分

２ 回線閉塞⽇時・時間

時間
⽉ ⽇ （ ）  ：  〜  ：  

３ 応答率100％の時間帯

時間
⽉ ⽇ （ ）  ：  〜  ：  

♯7119 対応状況⼀覧（⽇表）

⽇
回線閉塞⽇時 回線閉塞時間

（分）

応答率100％の時間帯
⽇



別
紙
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⽇
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対
応
状
況

２
 
時
間
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状
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計

⼊
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計
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⼈
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⽇
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⽇
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⽇
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⽇

14
時

〜
15

時
16

⽇
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17
⽇
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時
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⽇
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時
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18
時

19
⽇
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時

〜
19

時
20

⽇
19

時
〜

20
時

21
⽇

20
時

〜
21

時
22

⽇
21

時
〜

22
時

23
⽇
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時

〜
23

時
24

⽇
23

時
〜

24
時

25
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26
⽇

27
⽇

28
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29
⽇

30
⽇
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⽇⽇

祝
⽇

曜
⽇

♯
71

19
 対

応
状

況
⼀

覧
（

⽉
表

）
令

和
年

⽉
分

単
位



事
業

効
果

の
定

量
的
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財

政
的
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評

価
の

た
め

に
想

定
さ

れ
る

要
素

 
種

別
 

効
 

果
 

効
果

を
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す
事

項
 

事
業

効
果

の
定

量
的

(財
政

的
)な

 
評

価
の

た
め

に
想

定
さ

れ
る

要
素

 

救 急 ⾞ の 適 正 利 ⽤ 

潜
在

的
な

重
症

者
を

発
⾒

・
救

護
 

●
 救

急
相

談
件

数
の

う
ち

、
緊

急
（

救
急

⾞
）

で
即

受
診

と
判

断
さ

れ
た

件
数

は
 

30
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03
件

（
14

.9
％

）（
H3
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東

京
消

防
庁

）
 

★
重

症
化

し
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際
に

想
定

さ
れ

る
治

 
療

に
要

す
る

医
療

費
 

★
急

性
疾

患
に

よ
り

介
護

を
要

す
る

 
こ

と
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な
っ

た
場

合
の

介
護

費
 

●
 ♯

71
19

か
ら

救
急

⾞
搬

送
と

判
断

さ
れ

、
重

症
化

が
防

が
れ

た
奏

功
事

例
 

軽
症

者
の

割
合

の
減

少
効

果
 

●
 初

診
時

程
度

が
「

軽
症

」
で

あ
っ

た
割

合
が

減
少

 
東

京
消

防
庁

 
【
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8】

60
.3

％
 ⇒

【
H3

0】
54

.5
％

（
▲

5.
8％

）
 

 

不
急

の
救

急
出

動
の

抑
制

効
果

 

●
 救

急
出

動
件

数
の

増
加

率
が

抑
制

 
【

H1
8⇒

H3
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全
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増
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⽐
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 管
轄

⾯
積
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出
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救
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出

動
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○
病

院
に

行
っ

た
方

が
い

い
の

？

○
救

急
車

を
呼

ん
だ

方
が

い
い

の
？

○
応

急
手

当
は

ど
う

し
た

ら
い

い
の

？

概
要

住
民

が
急

な
病

気
や

け
が

を
し

た
と

き
に

、
救

急
車

を
呼

ん
だ

ほ
う

が
い

い
の

か
、

今
す

ぐ
病

院
に

行
っ

た
ほ

う
が

い
い

の
か

な
ど

迷
っ

た
際

の
相

談
窓

口
と

し
て

、
専

門
家

か
ら

電
話

で
ア

ド
バ

イ
ス

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

。

相
談

を
通

じ
て

、
病

気
や

け
が

の
症

状
を

把
握

し
た

上
で

、
以

下
を

ア
ド

バ
イ

ス
。

○
救

急
相

談

例
）
緊

急
性

の
有

無
※

１
、

応
急

手
当

の
方

法
、

受
診

手
段

※
２

○
適

切
な

医
療

機
関
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案

内
※

３

※
１

直
ち

に
医

療
機

関
を

受
診

す
べ

き
か

、
2時

間
以

内
に

受
診

す
べ

き
か

、
24

時
間

以
内

か
、

明
日

で
も

良
い

か
等

。
※

２
救

急
車

を
要

請
す

る
の

か
、
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分

で
医

療
機

関
に

行
く
の

か
、

民
間

搬
送

事
業
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等

を
案

内
す

る
の

か
。

※
３

適
切

な
診

療
科

目
及

び
医

療
機

関
等
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案

内
を

行
う

。
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内
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状
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救
急
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心
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事
業

）

緊
急
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の
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い

症
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９
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国

展
開
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検 討 及 び 取 組 の 経 過

事
業

の
背

景

救
急

出
動

件
数

は
年

々
増

加
傾

向
。

救
急

車
の

現
場

到
着

時
間

も
遅

延
。

救
急

業
務

の
あ

り
方

に
関

す
る

検
討

会
（
H

2
7
）

総
務

大
臣

の
国

会
答

弁
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衆

・
総

務
委

H
2
8
.2
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3
）

通
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発
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H

2
8
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1
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総
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弁
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参

・
総

務
委

H
2
8
.1

1
.2

2
）

日
本

医
師

会
平

成
3
0
年

度
予

算
要

望
書

（
抜

粋
）

救
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に
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す
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世
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査
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き
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と
思
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54
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%
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ち

ら
か

と
い

う
と

積
極

的
に

進
め
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22
.6
%

ど
ち
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と

も
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え
な

い
3.
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わ
か
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い

4.
4%

ど
ち

ら
か

と
い

う
と

慎
重

に

進
め

る
べ

き
だ

と
思

う
8.
5%

慎
重

に
進

め
る

べ
き

だ
と

思
う

6.
8%

救
急

に
関

す
る

世
論

調
査

で
は

、
7
割

以
上

の
方

が
、

♯
7
1
1
9

を
積

極
的

に
進

め
る

べ
き

と
回

答
。

（
平

成
2
9
年

7
月

調
査

）

総
数

1
,7

9
0
人

#
7
1
1
9
の

普
及

促
進

に
つ

い
て

、
救

急
車

の
適

正
利

用
の

推
進

及
び

緊
急

度
判

定
体

系
の

普
及

の
観

点
か

ら
、

極
め

て
有

効

救
急

車
の

到
着

で
す

と
か

病
院

へ
の

搬
送

が
非

常
に

お
く
れ

る
と

い
う

こ
と

に
よ

っ
て

、
救

わ
れ

る
命

も
救

わ
れ

な
い

可
能

性
が

出
て

ま
い

り
ま

す
。

こ
れ

ま
で

も
、

#
7
1
1
9
で

す
と

か
、

必
ず

し
も

急
に

救
急

車
を

呼
ば

な
く
て

も
電

話
で

相
談

を
で

き
る

、
こ

う
い

う
窓

口
も

用
意

し
て

ま
い

り
ま

し
た

し
、

ま
た

、
啓

発
活

動
と

い
う

の
も

大
変

重
要

だ
と

思
っ

て
お

り
ま

す
。

#
7
1
1
9
の

導
入

に
向

け
積

極
的

に
取

り
組

む
よ

う
依

頼
※

H
3
1
.3

.2
9
に

も
全

国
普

及
促

進
を

依
頼

私
も

、
こ

れ
は

全
国

展
開

し
た

い
と

考
え

ま
し

て
、

昨
年

（
消

防
庁

）
長

官
に

も
で

す
ね

、
相

当
こ

の
働

き
か

け
を

頼
ん

だ
と

こ
ろ

で
ご

ざ
い

ま
す

。

救
急

出
動

の
適

正
化

や
不

要
不

急
の

時
間

外
診

療
の

抑
制

に
効

果
が

あ
り

、
真

に
救

急
対

応
が

必
要

な
患

者
の

掘
り

起
こ

し
に

つ
な

が
る

な
ど

大
き

な
成

果
が

期
待

で
き

る
#
7
1
1
9

の
全

国
へ

の
拡

大

総
務

省
重

点
施

策
2
0
1
9

消
防

の
広

域
化

の
推

進
等

「
救

急
体

制
の

確
保

」

救
急

車
の

適
正

利
用

を
促

す
た

め
、

救
急

安
心

セ
ン

タ
ー

事
業

（
#
7
1
1
9
）
の

全
国

展
開

を
推

進

総
務

大
臣

の
所

信
的

挨
拶

（
衆

・
参

総
務

委
R

1
.1

0
.2

4
）

電
話

で
救

急
相

談
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

「
#
7
1
1
9
」
や

、
（
中

略
）

を
全

国
に

展
開

し
、

「
救

急
ボ

イ
ス

ト
ラ

」
の

活
用

も
促

進
し

ま
す

。

約
2
9
.6
％
増
加

約
2
7
.3

％
増

加

（
万

）

35
.0

36
.1

37
.4

38
.1

38
.7

39
.3

39
.4

39
.4

39
.3

39
.3

39
.5

7.
7

7.
9

8.
1

8.
2

8.
3

8.
5

8.
6

8.
6

8.
5

8.
6

8.
7

0.
0

10
.0

20
.0

30
.0

40
.0

50
.0

H2
0

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

搬
送
に
要
す
る
時
間
の
推
移

病
院

収
容

所
要

時
間

現
場

到
着

所
要

時
間

約
4
.5

分
延

伸

約
1
.0

分
延

伸

51
0

51
2

54
6

57
1

58
0

59
2

59
8

60
5

62
1

63
4

66
1

46
8

46
9

49
8

51
9

52
5

53
5

54
1

54
8

56
2

57
4

59
6

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

H2
0

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

救
急
出
動
件
数
と
救
急
搬
送
⼈
員
の
推
移

救
急
出
動
件
数

救
急

搬
送

人
員



①
救

急
車

の
適

正
利

用

実
施

効
果

緊
急

（
救

急
車

）
で

即
受

診
と

判
断

さ
れ

た
件

数
は

、
総

受
付

件
数

（
3
9
8
,8

7
7
件

）
に

占
め

る
救

急
相

談
件

数
（
2
0
1
,9

4
3
万

件
）
の

う
ち

、
3
0
,0

0
3
件

（
1
4
.9

%
）

※
H

3
0

東
京

消
防

庁

◆
窓

口
の

設
置

後
、

救
急

出
動

件
数

の
増

加
率

が
抑

制
さ

れ
て

い
る

※
軽

症
者

の
減

少
割

合
に

相
当

す
る

人
数

は
、

救
急

医
療

相
談

件
数

（
1
1
9
番

転
送

件
数

を
除

く
）
の

約
3
割

東
京

：
H

1
8
年

か
ら

H
3
0
年

の
増

加
率

1
9
.1

%
（
全

国
平

均
よ

り
7
.0

ポ
イ

ン
ト

減
）

東
京

消
防

庁
管

内
で

発
生

し
た

救
急

事
故

の
う

ち
、

初
診

時
度

が
「
軽

症
」
で

あ
っ

た
割

合
の

減
少

効
果

【
平

成
1
8
年

】
6
0
.3

%
→

【
平

成
3
0
年

】
5
4
.5

%

◆
管

轄
面

積
が

広
く
出

動
か

ら
帰

署
ま

で
長

時
間

。
１

台
が

出
動

す
る

と
他

の
署

所
の

救
急

車
が

遠
方

か
ら

出
動

す
る

こ
と

に
な

り
、

相
談

窓
口

を
設

け
て

、
救

急
車

の
適

正
利

用
を

推
進

（
田

辺
市

）

○
潜

在
的

な
重

傷
者

を
発

見
し

救
護

で
き

る
。

○
軽

症
者

の
割

合
の

減
少

効
果

が
期

待
で

き
る

。

○
不

急
の

救
急

出
動

の
抑

制
効

果
が

期
待

で
き

る
。

○
#
7
1
1
9
の

奏
功

事
例

（
救

急
車

搬
送

事
例

）

相
談
内
容

50
代
⼥
性

就
寝
前
か
ら
の
胸
痛
が
続
い
て
い
る

60
代
男
性

急
に
ろ
れ
つ
が
回
ら
な
く
な
り
家
族
が
相
談

医
療
機
関
で
の
処
置

医
療
機
関
に
お
い
て
緊
急
カ
テ
ー
テ
ル

を
実
施
。
予
後
良
好

医
療
機
関
で
脳
梗
塞
と
診
断

適
切
な
処
置
を
受
け
後
遺
症
な
し

救
急

出
動

件
数

の
抑

制
効

果

東
京

（
H

1
8
→

H
3
0
）

1
9
.1

％
増

加

（
救

急
・
救

助
の

現
況

よ
り

作
成

）

5
4
.5

%

東 京 事 業 開 始

全
国

（
H

1
8
→

H
3
0
）

2
6
.1

％
増

加
7
.0

%



♯
7
1
1
9
の

紹
介

に
よ

り
病

院
業

務
に

専
念

が
可

能
医

療
機

関
に

お
け

る
救

急
医

療
相

談
数

の
抑

制
効

果
（
神

戸
市

の
調

査
で

は
、

事
業

開
始

後
、

病
院

（
※

）
へ

の
相

談
件

数
が

約
2
4
％

減
少

）
（
※

）
２

次
救

急
病

院
（
4
8
病

院
）
、

市
民

病
院

群
（
３

病
院

）

②
救

急
医

療
機

関
の

受
診

の
適

正
化

適
正

化
効

果
試

算
結

果

札
幌

市
Ａ

病
院

に
お

け
る

時
間

外
受

付
者

数
の

変
化

約
4
.1

倍
（
約

５
億

円
）

○○
医

療
機

関
に

お
け

る
時

間
外

受
付

者
数

の
減

少
効

果
（
札

幌
市

Ａ
病

院
）

平
成

2
5
年

と
比

較
し

、
毎

年
時

間
外

受
付

者
が

減
少

○
医

療
費

適
正

化
効

果
と

し
て

大
き

な
効

果
が

見
込

ま
れ

る
。

ま
た

、
規

模
が

大
き

く
な

る
ほ

ど
、

大
き

な
効

果
が

期
待

さ
れ

る
。

94
.7
%

93
.1
%

91
.9
%

70
.0
%

75
.0
%

80
.0
%

85
.0
%

90
.0
%

95
.0
%

10
0.
0%

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

事 業 開 始 年 度

住
民

・
時

間
外

か
ら

の
シ

フ
ト

効
果

【
緑

判
定

】
・
相

談
の

結
果

、
受

診
し

な
か

っ
た

【
白

又
は

青
判

定
】

・
救

急
要

請
適

正
化

【
赤

判
定

以
外

】

最
小

限
予

測
さ

れ
た

医
療

費
の

適
正

化

救
急

車
の

適
正

利
用

住
民

の
安

心
・
安

全

【
今

回
算

定
分

】

【
今

回
未

算
定

】

自
治

体

・
人

件
費

・
シ

ス
テ

ム
費

・
広

報
費

な
ど

#
7
1
1
9
の

事
業

費

医
療

費
適

正
化

効
果

イ
メ

ー
ジ

図



○
大

阪
市

消
防

局
が

実
施

し
た

ア
ン

ケ
ー

ト
で

は
、

利
用

者
の

約
9
割

が
「
大

変
役

に
立

っ
た

」
、

「
あ

る
程

度
役

に
立

っ
た

」
と

回
答

③
不

安
な

住
民

に
安

心
・
安

全
を

提
供

⼤
変
役
に
⽴
っ
た

46
.2
%

あ
る
程
度
役
に
⽴
っ
た

42
.4
%

ど
ち
ら
で
も
な
い

5.
8%

あ
ま
り
役
に
⽴
た
な
か
っ
た

3.
3%

全
然
役
に
⽴
た
な
か
っ
た

2.
3%

出
典

：
平

成
3
0
年

度
「
救

急
安

心
セ

ン
タ

ー
お

お
さ

か
」
に

関
す

る
ア

ン
ケ

ー
ト

（
結

果
）



実
施

団
体

（
全

国
16

地
域

）
（
人

口
は

平
成
27

年
国

勢
調

査
に

よ
る

）

都
道

府
県

全
域

宮
城

県
※
（
約
23

3万
人

）
茨

城
県

※
（
約
29

1万
人

）
埼

玉
県

（
約
72

7万
人

）
東

京
都

（
約
1,
35

2万
人

）
新

潟
県

※
（
約
23

0万
人

）
大

阪
府

内
全

市
町

村
（
約
88

4万
人

）
奈

良
県

（
約
13

6万
人

）
鳥

取
県

※
（
約
57

万
人

）
山

口
県

※
（
約
12

1万
人

）
徳

島
県

（
約
76

万
人

）
福

岡
県

（
約
51

0万
人

）

一
部

実
施

札
幌

市
周

辺
（
約
20

5万
人

）
横

浜
市

（
約
37

2万
人

）
神

戸
市

周
辺

（
約
16

3万
人

）
田

辺
市

周
辺

※
（
約
9万

人
）

広
島

市
周

辺
（
約
21

0万
人

）

※
は

、
運

営
を

民
間

コ
ー

ル
セ

ン
タ

ー
に

委
託

普
及

状
況

と
人

口
カ

バ
ー

率

【
参
考
】

♯
7
1
1
9
以

外
の

番
号

で
実

施
し

て
い

る
団

体

国
民

の
『
４

３
．

９
％

』

令
和

元
年

1
2
月

１
日

現
在

山
形

県
、

栃
木

県
、

千
葉

県
、

香
川

県

実
施

（
県

単
位

）
実

施
（
一

部
市

町
村

）
類

似
番

号
で

実
施

未
実

施



財
政

支
援

整
備

に
係

る
支

援
※

①
は

国
庫

補
助

事
業

、
②

は
地

方
単

独
事

業
の

た
め

両
者

の
併

用
は

不
可

①
消

防
防

災
施

設
整

備
費

補
助

金
救

急
安

心
セ

ン
タ

ー
等

整
備

事
業

（
平

成
２

１
年

～
）

②
防

災
対

策
事

業
（
防

災
基

盤
整

備
事

業
）

～
救

急
安

心
セ

ン
タ

ー
事

業
関

係
～

・
補

助
基

準
額

（
補

助
率

1
/
3
）

救
急

安
心

セ
ン

タ
ー

整
備

事
1
0
,4

7
6
千

円
（

3
,4

9
2
千

円
）

救
急

医
療

情
報

収
集

装
置

1
,5

7
2
千

円
（

5
2
4
千

円
）

・
事

業
要

件
（
抜

粋
）

（
１

）
住

民
の

救
急

相
談

に
応

え
る

電
話

相
談

窓
口

を
消

防
機

関
等

に
設

置
す

る
こ

と
。

（
２

）
当

該
救

急
電

話
相

談
窓

口
は

都
道

府
県

域
内

の
住

民
を

対
象

と
す

る
こ

と
。

（
３

）
当

該
救

急
電

話
相

談
窓

口
に

、
医

師
、

看
護

師
又

は
相

談
員

を
24

時
間

、
3
6
5
日

体
制

で
常

駐
さ

せ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

、
常

駐
し

て
い

な
い

時
間

に
は

、
医

療
機

関
案

内
へ

電
話

を
転

送
し

医
療

機
関

を
紹

介
す

る
こ

と
に

よ
り

救
急

相
談

が
受

け
ら

れ
る

こ
と

と
な

る
な

ど
の

適
切

な
措

置
を

講
じ

る
場

合
に

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

（
４

）
緊

急
性

が
あ

る
場

合
に

は
、

直
ち

に
救

急
車

を
出

動
さ

せ
る

体
制

を
構

築
す

る
こ

と
。

※
救

急
医

療
情

報
収

集
装

置
は

、
情

報
収

集
装

置
、

電
話

回
線

及
び

端
末

装
置

の
全

部
又

は
一

部
を

も
っ

て
構

成
さ

れ
る

も
の

で
端

末
装

置
か

ら
救

急
医

療
情

報
を

検
索

及
び

閲
覧

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

※
当

該
年

度
の

消
防

防
災

施
設

整
備

費
補

助
金

全
体

で
零

細
補

助
基

準
額

（
原

則
、

都
道

府
県

及
び

政
令

市
9,

5
0
0
万

円
、

そ
の

他
9
5
0
万

円
）
を

越
え

る
こ

と
。

・
消

防
防

災
施

設
整

備
事

業
防

災
・
減

災
に

資
す

る
消

防
防

災
施

設
の

整
備

に
関

す
る

事
業

で
地

域
防

災
計

画
と

整
合

性
を

図
り

つ
つ

行
う

事
業

で
あ

り
、

具
体

的
に

は
、

次
の

事
業

を
対

象
と

す
る

。

a～
m

(略
）

n
消

防
防

災
情

報
通

信
施

設
（
※

）
o 

（
略

）

※
消

防
防

災
通

信
施

設
と

は
、

消
防

救
急

無
線

、
防

災
行

政
無

線
、

全
国

瞬
時

警
報

シ
ス

テ
ム

（
J
ア

ラ
ー

ト
）
、

高
機

能
消

防
指

令
セ

ン
タ

ー
、
救

急
安

心
セ

ン
タ

ー
、

防
災

情
報

シ
ス

テ
ム

、
要

援
護

者
緊

急
通

報
シ

ス
テ

ム
、

震
度

計
・
自

動
震

度
警

報
装

置
、

災
害

時
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

シ
ス

テ
ム

等
を

い
う

。

一
般

財
源

２
５

％
（
交

付
税

算
入

率
３

０
％

）

防
災

対
策

事
業

債
７

５
％

※
 交

付
税

措
置

率
2
2
.5

％
[7

5
％

(充
当

率
)×

3
0
％

(交
付

税
算

入
率

)]

ラ
ン

ニ
ン

グ
コ

ス
ト
(運

営
費
) の

た
め

の
支

援

・
市

町
村

に
対

す
る

普
通

交
付

税
と

し
て

、
救

急
安

心
セ

ン
タ

ー
を

運
営

す
る

た
め

に
必

要
な

人
件

費
や

事
業

費
に

つ
い

て
一

定
の

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

（
平

成
21

年
度

～
）
。

⇒
常

備
消

防
費

の
救

急
業

務
費

の
需

用
費

等
の

中
に

、
「
救

急
安

心
セ

ン
タ

ー
事

業
（
♯
71
19

）
等

」
（
8,
05

0千
円

（
標

準
団

体
=1
0万

人
の

場
合

・
平

成
31

年
度

）
）

が
措

置
さ

れ
て

い
る

。



こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

○
未
導
⼊
都
道
府
県
等
へ
の
個
別
の
働
き
か
け

（
救
急
相
談
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
制
度
の
活
⽤
も
含
め
て
継
続
中
）

○
医
療
機
関
の
負
担
軽
減

※
１
や
医
療
費
の
適
正
化
効
果
等

※
２
を
検
討
、
ま
た

地
域
に
お
け
る
適
切
な
医
療
の
提
供
に
資
す
る
事
業
と
し
て
位
置
づ
け

（
厚
⽣
労
働
省
平
成

30
年
度
「
い
の
ち
を
ま
も
り
、
医
療
を
ま
も
る
国
⺠
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
宣
⾔
︕
」
）

※
１
医
療
機
関
の
診
療
時
間
外
の
患
者
の
割
合
が
減
少
（
札
幌
市
）

※
２

♯
71
19
相
談
結
果
に
よ
る
受
診
⾏
動
適
正
化
が
時
間
外
初
診
料
等
に
与
え
る
影
響
を

♯
7
1
1
9
事
業
費
と
⽐
較
し
た
結
果
、
約
４
倍
の
費
⽤
対
効
果
が
み
ら
れ
た
（
横
浜
市
）

○
総
務
省
広
報
誌
へ
の
掲
載
（
平
成

3
0
年
６
⽉
号
）

○
救
急
搬
送
の
適
正
化
と
適
切
な
医
療
の
提
供
に
資
す
る
事
業
と
し
て
、

⼀
層
の
取
組
み
を
要
請
（
平
成

3
1
年
３
⽉
）

運
営
費
用

等

○
実
施
団
体
の
⼈
⼝
規
模
等
に
よ
り
変
動

⼤
阪

約
２
億

4
,0

0
0
万
円

奈
良
県

約
１
億
円

宮
城
県

約
1

,6
0

0
万
円
（
休
⽇
・
夜
間
の
み
実
施
）

○
運
営
経
費
に
つ
い
て
は
、
普
通
交
付
税
措
置
に
よ
り
⽀
援

今
後

の
方

針

○
都
道
府
県
単
位
を
基
本
と
し
た
、
救
急
安
⼼
セ
ン
タ
ー
事
業
の
導
⼊
の
促
進

*
救
急
搬
送
の
適
正
化
と
適
切
な
医
療
の
提
供
の
双
⽅
に
資
す
る
事
業
と
し
て
推
進

救
急
安
心
セ
ン
タ
ー
事
業
（
♯
7
1
1
9
）
の
全
国
展
開

（
写

真
提

供
：
東

京
消

防
庁

）

←
（
提

供
）
大

阪
市

消
防

局

←
（
提

供
）
東

京
消

防
庁

←
（
提

供
）
宮

城
県



救
急

安
心

セ
ン

タ
ー

事
業

（
♯

7
1
1
9
）
を

知
っ

て
も

ら
う

た
め

の
消

防
庁

の
広

報

１
L
IN

E
,メ

ル
マ

ガ
,ネ

ッ
ト

広
告

等

３
人

気
キ

ャ
ラ

ク
タ

ー
と

の
コ

ラ
ボ

等

○
キ

ャ
ラ

ク
タ

ー
と

の
コ

ラ
ボ

0

10
0,
00
0

20
0,
00
0

30
0,
00
0

40
0,
00
0

50
0,
00
0

60
0,
00
0

70
0,
00
0

0.
0

20
.0

40
.0

60
.0

80
.0

10
0.
0

12
0.
0

14
0.
0

16
0.
0

東
京

都

大
阪

府

福
岡

県

横
浜

市

札
幌

市
奈

良
県

田
辺

市

費
用

・
効

果
（
千

円
）

人
口

（Ｘ
10

万
人

）

約
4.
1倍

（約
５

億
円

）

約
1.
6倍

（
約

５
千

万
円

）

適 正 化 効 果 （ ▲ ） 事 業 費 （ ● ● ）

対
象

人
口

小
学

生
に

大
人

気
の

「
う

ん
こ

ド
リ

ル
」
と

連
携

し
た

特
設

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
開

設

迷
っ

た
ら

♯
７

１
１

９
急

ぎ
は

１
１

９
じ

ゃ

２
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

新
設

、
改

良

○
首

相
官

邸
L
IN

E
,

首
相

官
邸

ﾒ
ｰ

ﾙ
ﾏ
ｶ
ﾞｼ

ﾞﾝ
で

の
紹

介
（
1
1
月

８
日

実
施

）

○
こ

の
ほ

か
、

政
府

広
報

を
活

用
し

た
、

ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾈ
ｯ
ﾄﾊ

ﾞﾅ
ｰ

広
告

に
つ

い
て

実
施

す
る

方
向

で
調

整
中

○
一

般
国

民
向

け
ﾎ

ｰ
ﾑ

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞの

新
設

ﾈ
ｯ
ﾄ広

告
で

興
味

を
持

っ
た

国
民

向
け

に
、

利
用

方
法

等
を

解
説

こ
こ

を
ｸ
ﾘ
ｯ
ｸ

救
急

安
心

セ
ン

タ
ー

事
業

（♯
71
19

）っ
て

ナ
ニ

？

○
未

導
入

団
体

向
け

ﾎ
ｰ

ﾑ
ﾍ

ﾟｰ
ｼ
ﾞの

改
良

事
業

効
果

等
を

解
説

し
導

入
促

進

※
1
1
月

８
日

公
開

・
動

画
,４

コ
マ

漫
画

,イ
ラ

ス
ト

等
を

定
期

的
に

追
加

予
定

○
ラ

ジ
オ

番
組

で
の

紹
介

厚
生

労
働

省
の

「
上

手
な

医
療

の
か

か
り

方
」

の
一

環
と

し
て

、
♯

７
１

１
９

を
紹

介
(東

京
FM

系
列

※
 東

京
地

区
11

月
16

日
（土

）等
)

©
Y.F

/B
KS



♯7119 事業実施に係る基本情報 平成31年４月１日　現在

総数

救急相談 35,244 (53.4) ％
13068

（重複計上）
― ％ 5,091 (37.7) ％ 81,223 (37.1) ％ 201,943 (50.6) ％ 176,458 (49.0) ％ 2,745 (60.2) ％ 118,219 (43.6) ％ 24,059 (24.5) ％

医療機関案内 11,822 (17.9) ％
2012

（重複計上）
― ％ 8,351 (61.8) ％ 137,767 (62.9) ％ 196,012 (49.1) ％ 183,544 (51.0) ％ ― ― ％ 126,065 (46.5) ％ 56,438 (57.5) ％

その他
18,949

※放棄を含む
(28.7) ％

1300
（重複計上）

― ％ 67 (0.5) ％ ― ― ％ 922 (0.3) ％ ― ― ％ ― ― ％ 26,997 (10.0) ％ 17,680 (18.0) ％

相談看護師

受付員／オペレーター

その他

体制

出務時間

相談看護師

受付員／オペレーター

その他（監督員等）

相談看護師

受付員／オペレーター

その他

救急相談

医療機関案内

救急相談

医療機関案内

検証内容

検証方法

メンバー

頻度

実施主体

メンバー

頻度

対象者

実施者

頻度

（※）民間コールセンター活用団体以外

プロトコール、応答状況等

93.2%（平成30年度）

出務：横浜市大救急医学教室医師に委託

オンコール：横浜市大付属病院に委託

●新規採用者全員
　- 導入研修（１回４時間、計１１回）-講義･
　　 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ･実地
●現任従事者全員
　- 定期研修（相談看護師：月１回、
     オペレーター：年４回）-講義・録音記録
     ﾚﾋﾞｭｰ
●現任従事者のうち業務に問題のある者
　- 個別研修 -録音記録ﾚﾋﾞｭｰ･ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ･
      実地

委託先コールセンターで確保

監督員として委託先コールセンター社員を配置

県外コールセンター

20.8%

－

31,907千円
（平成31年度予算額）

委託先コールセンターで確保

宮城県（1/2）・仙台市（1/2）

医師常駐体制

指導者によるランダムヒアリング

月に一人2本

管理者ミーティング
（委託事業者が実施）

入社時・３ヶ月後・月１回

札幌市

運営業務の受託者が実施

受付員・看護師（救急医療相談員）

①②ともに年1回

専用転送

オペレ－ター

構成団体で人口按分

110,436千円
（平成30年度決算額）

宮城県

宮城県・仙台市
(宮城県保健福祉部）

県内全域

－

約233万人

平　 日：19時～翌8時
土曜日：14時～翌8時
日祝日：  8時～翌8時

15,838件

平成29年10月

22

－

転送なし

消防庁プロトコルVar.2

８０％－９０％

24時間

■

委託先コールセンター勤務医

119番通報の形態

受付員対応

医療機関案内方法

2交替

運
　
　
　
用

受付の方法

検
証
・
研
修
体
制

検証体制

3

応答率

3

その他
（電話救急医療相談プロトコル

〔監修：日本救急医学会〕）

ブース数（設備）
（※）

使用プロトコール（ベース）

新規採用時

体
　
　
　
制

医師

研修体制

①参加自治体、消防、医師会
②医師（救急科・小児科）、看護師

①救急安心センターさっぽろ運営会議
②プロトコール専門委員会

検証を実施する
会議体

データ分析は月1回＋都度実施
会議は下記のとおり実施

医療政策課職員および下記会議体メンバー

データ分析および下記会議体により検証

職員人数（※）

常時オンコール体制

2交替

1（監督員）

勤務形態（※）

1～3

2～3

配置人数（※）

24時間　365日

51.1%（平成30年調査）

利用比

札幌市内

認知度（調査実施団体）

監督員として札幌市消防局指令課職員を配置

コールセンター設置地域

費用負担の状況

3.23%

コスト（運営費）

基
　
　
　
礎
　
　
　
情
　
　
　
報

実施主体

項　　　　　目

6（監督員）

13

札幌市と各構成市町村との協定

エリア人口

札幌市（平成25年10月～）
石狩市・新篠津村（平成26年度～）

栗山町（平成27年度～）
島牧村（平成28年度～）
当別町（平成30年度～）

関係団体間の事業の連携の方法

札幌市
（札幌市保健福祉局）

対象エリア

平成25年10月

民間コールセンター委託

66,015件
（30年度）※放棄を含む

開始年月日

約204万人

相談件数
（年度）

民間事業者に委託

民間事業者に委託

北海道大学、札幌医科大学
（大学の救急当直医師がオンコール対応）

―

人員確保

医師

受付時間

茨城県

茨城県
（保健福祉部医療局）

県内全域

－

約287万人

24時間　365日

13,509件
（平成30年10月～平成31年３月）

平成30年10月

茨城県♯7119の対応音声

2４時間

■

委託先コールセンター勤務医

監督員として委託先コールセンター社員を配置

県外コールセンター

－

－

11,517千円

茨城県負担

医師常駐体制

受付員対応

オペレ－ター
県の医療機関検索システム活用

転送なし

消防庁プロトコル

82.4%

運営業務の受託者が実施

マネージャーとサブマネージャー

月2回

対応する可能性のある相談員

①茨城県のマニュアル、プロトコールの講義
②独自テーマでの勉強会

①事業開始時　②毎月

対応に困難が生じた案件

会議での意見聴取

-

年1回

おとな救急電話相談運営検討会議

医師，仙台市消防局，仙台市

年1回

入社時・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修等

受付員対応

オペレ－ター

埼玉県

埼玉県
（保健医療部）

県内全域

－

約730万人

24時間　365日

218,990件
（平成30年度）

平成29年10月

―

・県医師会医師
・民間事業者に委託

―

埼玉県内

「#7119」を知っているが1割強（13.4％）

－

222,475千円
（平成31年度予算額）

埼玉県負担

常時オンコール体制

－

約70名

約20名

－

－

－

－

その他

その他

音声ガイダンス

音声ガイダンス

転送なし

消防庁プロトコル

－

－

取得困難

－

－

－

大人の救急電話相談事業運営協議会

埼玉県医師会役員等

年に１回程度

オペレーター

集合形式

年に２～３回程度

東京都

救急相談センター運営協議会
（都医師会、都福祉保健局、救急専門医、　東京消防

庁）

都内全域（島しょを除く）

－

約1,351万人（平成27年国勢調査）

24時間　365日

398,877件
（30年中）

平成19年6月

―

都医師会に委託し派遣

一般職非常勤職員を公募

東京消防庁ＯＢを一般職非常勤職員として採用

監督員として東京消防庁職員を配置

東京都内

53.6%（平成30年度調査）

2.95%

606,400千円（※）
（平成31年度予算額）

東京消防庁負担

医師常駐体制

24時間

54

54

17(東京消防庁職員)

9

9

12（監督員）

2交替

2交替

音声ガイダンス

音声ガイダンス
オペレーター

専用転送

その他

94.3%（平成30年）

15

全救急相談

医師・看護師

医師・看護師

毎日

運営協議会・実務委員会

救急専門医、東京都医師会、東京都福祉保健局、東
京消防庁

合計年６回程度

全看護師

医師直接講義

年４回程度

横浜市

横浜市
（横浜市医療局）

横浜市

－

約373万人

24時間　366日

360,002件
（30年）

平成28年１月

―

民間事業者に委託

民間事業者に委託

統括責任者

横浜市内

64.2%
 (平成30年３月ﾖｺﾊﾏeｱﾝｹｰﾄ)

（相談）4.7％（案内）4.9％

277,000千円
指定管理料（平成31年度協定額）

横浜市負担

下記時間以外はオンコール体制

毎日18時～22時

約50名

約50名

6名（管理グループ 事務員）

2〜13

1〜17

1〜5 (日中〜準夜帯のみ)

変則

変則

音声ガイダンス

オペレーター

専用転送

消防庁プロトコルVer.2

17

18

98.5%（平成31年4月）

①毎週定例的にデータ報告
②問題事例は個別検証

定例会及び運用部会にて検証

①実務者会議定例会（週１回）、運用部会（月１回）
②問題発生時に随時検証

①横浜市救急相談業務運営協議会
②横浜市救急相談業務運用部会
③実務者会議定例会

① 横浜市医師会、横浜市病院協会、横浜市立大
学、横浜市（医療局、消防局）
② 横浜市医師会、横浜市立大学、横浜市（医療局、
消防局）､委託事業者
③ 横浜市医師会、横浜市医療局､委託事業者

①年１回～２回
②月１回
③週１回

新潟県

新潟県
（福祉保健部）

県内全域

－

約223万人

毎日　19時～翌8時

4,698件
（30年度）

平成29年12月

■

委託先コールセンター勤務医

委託先コールセンター社員

県外コールセンター

－

0.2%

11,581千円
（平成31年度予算額）

新潟県（2/3）・新潟市（1/3）

医師常駐体制

24時間

音声ガイダンス

オペレ－ター

転送なし

消防庁プロトコルVar.2

77.3%

対応に困難が生じた案件

会議での意見聴取

年1回

―

―

―

入社時・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修等

運営業務の受託者が実施

入社時・３ヶ月後・月１回

大阪府

救急安心センターおおさか運営委員会
（大阪府内全市町村）

府内全域

消防組織法第39条の規定に基づく市町村の消防の
相互の応援として、大阪市と構成する市町村がそれ
ぞれ応援協定を締結

約884万人

24時間　365日

271,281件
（30年）

平成21年10月

―

業務委託している公益財団法人大阪市救急医療事
業団にて確保

同上

消防OB（非常勤）

監督員として大阪市消防局職員を配置

大阪市内

51.6%（平成30年度調査）

3.07%

242,965千円（※）
（平成31年度予算額）

大阪府内全市町村で按分

医師常駐体制

24時間

22

31

10

2～8

3～8

3～4

2交替

2交替

受付員対応

オペレーター

専用転送

消防庁プロトコルVer.2

8

8

取得困難

必要に応じて実施

検証会議

 

不定期

救急安心センターおおさか運営委員会

7本部の消防長
（うち3本部は常任）

不定期（実績年1回）

相談員・看護師

全体研修または個別研修

不定期

神戸市

神戸市
（保健福祉局）

　神戸市
　芦屋市（31年４月～）

両市間の協定

約162万人

24時間　365日

98,177
（30年度）

平成29年10月

－

神戸市立医療センター中央市民病院救急部に委託

民間事業者に委託

民間事業者に委託

市再任用職員（消防）

神戸市内

42.3%

6.25%

100,059千円
（平成31年度予算額）

両市の人口按分

常時オンコール体制

－

24

11

3

2

2

1

2交替

2交替

受付員対応

オペレーター

専用転送（神戸市のみ）

消防庁プロトコルVar.2

4

3

95.9％（平成30年度）

119転送し救急搬送された傷病者

消防局からデータ受領

毎月

①運営に関する有識者会議
②連絡調整会議

①市医師会、看護協会、第二次救急病院協議会、救
命センター等
②オンコール医師、委託事業者等

①3～4回/年　　②毎月

相談員・受付員

研修会

・採用時
・１回/２ヶ月

委託先コールセンターで確保 民間事業者に委託

911332
テキストボックス
参　考　２（ 基 本 情 報 ）



♯7119 事業実施に係

総数

救急相談

医療機関案内

その他

相談看護師

受付員／オペレーター

その他

体制

出務時間

相談看護師

受付員／オペレーター

その他（監督員等）

相談看護師

受付員／オペレーター

その他

救急相談

医療機関案内

救急相談

医療機関案内

検証内容

検証方法

メンバー

頻度

実施主体

メンバー

頻度

対象者

実施者

頻度

（※）民間コールセンター活用団体以外

119番通報の形態

医療機関案内方法

運
　
　
　
用

受付の方法

検
証
・
研
修
体
制

検証体制

応答率

ブース数（設備）
（※）

使用プロトコール（ベース）

体
　
　
　
制

医師

研修体制

検証を実施する
会議体

職員人数（※）

勤務形態（※）

配置人数（※）

利用比

認知度（調査実施団体）

コールセンター設置地域

費用負担の状況

コスト（運営費）

基
　
　
　
礎
　
　
　
情
　
　
　
報

実施主体

項　　　　　目

エリア人口

関係団体間の事業の連携の方法

対象エリア

民間コールセンター委託

開始年月日

相談件数
（年度）

人員確保

医師

受付時間

平成31年４月１日　現在

 奈良県（福祉医療部医療政策局）

29282 43.2 ％ 1,212 (35.6) ％ 598 (85.6) ％ 2,629 (30.3) ％ ％ 33,419 (77.7) ％

29629 42.6 ％ 618 (18.2) ％ 95 (13.6) ％ 4,589 (53.0) ％ ％
別事業として

運用
― ％

9753 14.2 ％ 1,573 (46.2) ％ 8 (1.1) ％ 1,447 (16.7) ％ ％ 9,601 (22.3) ％

委託先コールセンターで確保

奈良県

県内全域

-

約137万人

24時間　365日

68,664件
(30年度)

平成21年10月

―

委託先と県内病院で協定

民間事業者に委託

民間事業者に委託

監督者は委託

奈良県内

43.3%

5.03%

 99,177千円（平成31年度予算額）

奈良県負担

常時オンコール体制

－

22

33

1

１～２

１～２

1

その他

その他

受付員対応

オペレーター

転送なし

消防庁プロトコルVer.1

2

2

取得困難

判断困難事例

会議

年2回

奈良県救急安心センター事業検証会

医師、各関係機関

年2回

全員

講習会、視察

随時

田辺市

田辺市
（消防本部）

田辺市・上富田町

－

約９万人

24時間　365日

3,403件
（平成30年度）

平成25年４月

■

委託先コールセンター勤務医

委託先コールセンター社員

県外コールセンター

データなし

3.78%

2,703,200円
（平成31年度契約額）

委託先コールセンターで確保

田辺市消防本部負担

常駐

24時間

受付員対応

オペレーター

専用転送

消防庁プロトコルVar.2

取得困難

全相談員（無作為のモニタリング)

録音を確認

4半期に1回

ナースミーティング
（委託事業者が実施）

正社員・契約社員他

1回/月

全相談員

講義形式(座学)他

1～2回/月

鳥取県

鳥取県
（福祉保健部健康医療局）

県内全域

－

約57万人

平　 日：19時～翌8時
土日祝： 8時～翌8時

701件（H30.9～H31.3）

平成30年9月

■

委託先コールセンター勤務医

委託先コールセンター社員

県外コールセンター

―

―

２，０７０千円
（1年分の委託料）

鳥取県（1/2）
残り1/2を市町村で人口按分

常駐

24時間

受付員対応

オペレーター

転送なし

消防庁プロトコル

約90％

鳥取県♯7119の対応音声

指導者によるランダムヒアリング

月に一人2本

管理者ミーティング
（委託事業者が実施）

マネージャーとサブマネージャー

月2回

対応の可能性がある相談員

①鳥取県マニュアル、プロトコールの講義
②独自のテーマで勉強会

①事業開始時
②毎月

広島市

広島市
（健康福祉局）

＜広島県＞
広島市、廿日市市、熊野町、呉市、安芸高田市、坂
町、竹原市、江田島市、安芸太田町、大竹市、府中
町、東広島市、海田町
＜山口県＞
岩国市、和木町

地方自治法第２５２条の２第１項の規定に基づく、広
島市と連携市町村との連携協約

約201万人

24時間　365日

8665件
（平成31年1月28日から3月31日まで）

平成31年1月

―

民間事業者に委託

民間事業者に委託

民間事業者に委託

―

広島市内

―

0.43%

約16,000千円
（平成30年1月28日～3月31日）

（参考予定）年間運営費：94,000千円

広島市　7割
残り3割を市町で人口按分

常時オンコール体制

24時間

約20

約10

―

2～4

1～2

―

２交替

２交替

受付員対応

オペレーター

専用転送

消防庁プロトコルVar.2

98.5%

―

6

―

―

―

―

―

受付員・相談員

運営業務受託者が実施

月1回

山口県

山口県（総務部消防保安課）
山口県救急安心センター事業検討協議会

県内（一部※を除く）
※岩国市、和木町（広島広域都市圏で実施）

※萩市、阿武町（独自事業で実施）

－

約121万人

24時間　365日

―

令和元年７月（予定）

―

―

―

■

委託先コールセンター勤務医

委託先コールセンター社員

県外コールセンター

－

－

①相談センター業務委託（契約額5,960千円）
②通信経費等（予算額2,559千円）

委託先コールセンターで確保

毎月※情報提供

山口県救急安心センター事業検討協議会

市町（保健福祉系の部署）、消防、県（消防保安課、
医療政策課）
※オブザーバーとして委託業者

年１回以上

相談業務に従事する相談員

委託先

音声ガイダンス

オペレ－ター

転送回線なし

消防庁プロトコルVar.2

別事業として運用

-

変則

別事業

音声ガイダンス

その他

転送なし

①運営協議会での協議
②定例会（相談員の意見交換会）
①救命救急センター、地域代表消防、県担当部局、メ
ディカルセンター、医師会等
②民間事業者、相談員等

①新たに相談員となる場合
②相談員としての水準を確保するための必要な措置
が必要な場合

福岡県

福岡県
（保健医療介護部）

県内全域

－

約510万人

24時間　365日

43,023件
（30年度）

平成28年6月

―

民間事業者に委託

民間事業者に委託

―

―

福岡県内

－

救急相談　0.84％

救命救急センター、地域代表消防、県担当部局、メ
ディカルセンター、医師会等

不定期

新任相談員

委託先による導入研修及びＯＪＴ

必要に応じて

取得困難

①事業の実施体制や内容、判定プロトコルの検討
②個別の症例

①必要に応じて　②毎月

福岡県救急電話相談事業運営協議会

2～4

別事業

消防庁プロトコルVar.2

6

別事業

運営費：約92,000千円（※）
（平成30年度実績額）

福岡県負担

常時オンコール体制

24時間

-

相談件数、相談内容、相談地域

毎月の報告データを数値化

山口県救急安心センター事業検討協議会員

①協定市町（１５市町）
②山口県

医師常駐体制

24時間
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